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二元代表制のしくみ

市　民

市

　長

選
挙

選
挙

議

　会

議案の提出

議案の議決

　
地
方
分
権
一
括
法
の
施
行
に
よ
り
、
地
方
自

治
体
の
権
限
が
大
き
く
な
る
中
、
議
会
に
は
、

二
元
代
表
制
の
下
で
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
市
政

の
監
視
、
調
査
、
政
策
立
案
等
の
機
能
の
強
化

が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
尾
道
市
議
会
で
は
、
議
会
の
果

た
す
べ
き
役
割
を
明
ら
か
に
し
、
市
民
と
の
情

報
の
共
有
化
を
図
り
、
市
民
の
意
思
を
よ
り
的

確
に
市
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
本
市
議
会
の

最
高
規
範
と
な
る
議
会
基
本
条
例
を
制
定
し
ま

し
た
。

　
尾
道
市
議
会
基
本
条
例
は
、
議
会
活
動
及
び

議
員
活
動
の
充
実
の
た
め
に
必
要
な
基
本
理
念

及
び
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
、
10
の
章
に
分
け

て
整
理
し
、
定
め
て
い
ま
す
。

　
各
章
ご
と
の
概
要
と
主
な
条
文
の
説
明
に
つ

い
て
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。
　

　
制
定
目
的
を
明
ら
か
に
し
、
解
釈
の
指
針
を

示
し
て
い
ま
す
。

　
議
会
及
び
議
員
が
ど
の
よ
う
な
原
則
に
基

づ
い
て
活
動
す
べ
き
か
を
定
め
て
い
ま
す
。

　
市
民
参
加
や
広
報
広
聴
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　

市
民
の
代
表
機
関
と
し
て
、

市
民
と
と
も
に
歩
む
議
会
づ
く

り
を
進
め
る
た
め
、
公
聴
会
制
度
や
参
考
人

制
度
、
必
要
に
応
じ
て
請
願
者
の
意
見
を
聴

く
な
ど
、
議
会
活
動
へ
の
市
民
参
加
の
多
様

な
機
会
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
議
員
と
市
長
等
執
行
機
関
と
の
関
係
、
議
会

へ
の
資
料
提
供
、
議
決
事
件
の
追
加
に
つ
い
て

定
め
て
い
ま
す
。　

議
会
と
市
長
等
は
、
緊
張
関

係
を
保
ち
つ
つ
よ
り
良
い
政
策

の
実
現
を
目
指
す
と
と
も
に
、
一
般
質
問
な

ど
は
、
市
民
に
分
か
り
や
す
い
議
論
と
す
る

た
め
に
、
一
問
一
答
方
式
で
行
う
こ
と
が
で

き
る
と
す
る
も
の
で
す
。

　
議
員
間
の
自
由
討
議
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
委
員
会
の
運
営
や
活
動
、
委
員
長
の
役
割
に

条
例
制
定
の
経
緯

条
例
の
構
成
及
び
概
要

  

第
１
章

総
　
則

  

第
4
章

議
会
と
市
長
等
執
行
機
関
と
の
関
係

  

第
5
章

議
員
間
の
自
由
討
議

  

第
6
章

委
員
会
の
活
動

  

第
2
章

議
会
及
び
議
員
の
活
動
の
原
則

  

第
3
章

市
民
と
議
会
と
の
関
係

尾道市議会基本条例を
制定しました

　６月24日の本会議において、「尾道市議会基本条例」が提案され、全会一致で可決しました。
本条例は直ちに公布されます。尾道市議会基本条例の概要について、お知らせします。

第
7
条

　６月２４日の本会議において、「尾道市議会基本条例」が提案され、全会一致で可決しました。
本条例の概要について、お知らせします。
※紙面の都合上、条例全文は掲載できませんが、庁舎5階の議会事務局に備え付けているほか、尾道市議会ホームページでも
ご覧いただけます。

第
４
条
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つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
委
員
会
が
、
市
民
に
分
か
り

や
す
い
審
査
を
行
う
よ
う
努
め

る
と
と
も
に
、
議
会
閉
会
中
の
積
極
的
な
活

動
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
政
務
活
動
費
の
執
行
及
び
公
開
に
つ
い
て
定

め
て
い
ま
す
。

　
政
務
活
動
費
の
使
途
は
、
透

明
性
の
確
保
の
観
点
か
ら
、
議

会
だ
よ
り
な
ど
で
公
開
し
て
い
く
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

※
政
務
活
動
費
に
関
す
る
事
項
は
、「
尾
道

市
議
会
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条

例
」
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
議
員
研
修
の
充
実
強
化
、
他
の
自
治
体
と
の

交
流
及
び
連
携
、
専
門
的
知
見
の
活
用
、
議
会

事
務
局
の
体
制
整
備
、
議
会
図
書
室
の
充
実
、

予
算
の
確
保
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
議
員
の
資
質
の
向
上
を
図

る
た
め
、
議
員
研
修
の
充
実
強

化
、
議
員
研
修
会
の
開
催
、
他
の
自
治
体
の

事
例
の
調
査
研
究
な
ど
を
行
う
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

　
大
学
等
研
究
機
関
と
連
携
す

る
こ
と
、
学
識
経
験
者
等
を
活

用
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

　
議
員
と
し
て
の
姿
勢
、
議
員
定
数
を
変
更
す

る
際
の
手
続
き
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

　
最
高
規
範
で
あ
る
こ
と
、
議
会
改
革
、
条
例

制
定
後
の
検
証
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

  

第
7
章

政
務
活
動
費

  

第
8
章

議
会
の
機
能
強
化

  

第
9
章

議
員
の
政
治
倫
理
、身
分
及
び
待
遇

  

第
10
章

最
高
規
範
性
と
条
例
の
検
証

　平成25年

　10月	 先進地視察（東京財団、所沢市議会、
　　　　　飯能市議会）
	 条例骨子案決定
	 条例素案の作成
　11月	 条例素案の検討
　12月	 条例修正案の作成

　平成26年

　１月	 尾道市議会・三原市議会合同議員
　　　　研修会
	 「議会改革と基本条例について」
	 講師　
　　　　全国市議会議長会広報部参事
	 　　　　　　　　本橋謙治氏
　２月～３月
	 条例修正案の検討
　４月	 条例最終案の決定
	 全員協議会の開催
　５月	 パブリックコメントの実施
　６月	 ６月定例会において条例可決

条例制定までの歩み
第
11
条

第
15
条

第
17
条

　尾道市議会の議員定数問題については、おのみち市議会だより第７号（平成26年２月
10日発行）でお知らせしたところ、市民の皆様からいろいろなご意見をいただきました。
ありがとうございました。
　その後、ご意見も参考にしながら、何度も協議を重ねてきましたが、多様な考え方があ
り、全会一致の結論に至りませんでした。
　今回、６月定例会において、議員定数を28人とする案と29人とする案が提案され、質
疑、討論の後、採決を行った結果、議員定数を29人とする改正案を賛成多数で可決しま
した。（☞各会派等の賛否については、10ページをご覧ください）
　これにより、次回の一般選挙から議員定数が29人となります。

すすす

第
14
条


